
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ５月の在宅当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所
を開設しますので、おでかけくださ
い。相談は無料で秘密厳守のうえ受
け付けています。
日　時　５月１６日（金）
　　　　午後１時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
問合せ　社会福祉協議会　 82-1238
　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　　　　  乳　幼　児　健　康　診　査
日　時　５月２０日（火）午後１時～１時３０分受付

場　所　保健センター

対象者

 ３～ ４ヶ月児：平成２６年１月   １日～平成２６年   ２月２８日までの出生児

 ９～10ヶ月児：平成２５年７月   １日～平成２５年   ８月３１日までの出生児

 １歳６ヶ月児 ：平成２４年９月１９日～平成２４年１１月２０日までの出生児

 ２歳６ヶ月児 ：平成２３年９月１９日～平成２３年１１月２０日までの出生児

 ３歳６ヶ月児 ：平成２２年９月１９日～平成２２年１１月２０日までの出生児

持ちもの　３～４ヶ月児、９～１０ヶ月児＝母子手帳、問診票

　　　　　１歳６ヶ月児、２歳６ヶ月児、３歳６ヶ月児＝母子手帳、問診票、

　　　　　普段使っている歯ブラシとコップ

※前回受診できなかった方もお出かけください。

※対象者には個別通知いたします。

問合せ　保健センター 　８２－１５５７

   ３日　たばた小児科（小児科）　　                   吉見町             54-8822

   ４日　埼玉成恵会病院　　　　　　                   東松山市　　    23-1221

　　　　（内科・外科・整形外科）

   ５日　いちごクリニック　　　　　                   東松山市　　　 36-1115

（内科・小児科・胃腸科・アレルギー科）

   ６日　こどもクリニック いとう小児科（小児科）東松山市          34-4145

１１日　木下医院（内科・外科・小児科）　　　　 小川町             72-0375

１８日　シャローム病院（内科・外科）　　　　　 東松山市          25-2979

２５日　野崎クリニック（内科・外科・整形外科） 嵐山町　　　　 61-1810

　身体障害者の方に対する軽自動車税の減免について
　身体障害者（障害者と同一生計）の方は障害の程度により軽自動車税の減免

を受けることができます。

　減免を受けようとする方は納期限前７日（５月２６日）までに減免申請書を

役場税務課へ提出してください。なお、減免は１人につき１台の自動車に限ら

れていますので、普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車税の減免は受

けられませんのでご注意ください。

　減免申請書を提出される方は添付書類が必要となりますので、税務課（　

８２－１２２４）までご連絡ください。

　埼玉県立東松山特別支援学校見学日のお知らせ
見学日  毎週火曜日

＊学校行事などの事情により、他の日に変更になる場合があります。

＊予定日以外でも、学校の都合がつけば受け入れられますので、お気軽にご相

　談ください。

見学時間　午前１０時～１１時３０分

内　　容　各学部（小学部・中学部・高等部）の授業見学および教育相談

対　　象　保護者・学校関係者・幼稚園、保育園関係者など

申 込 み　直接本校へ、下記までお電話ください。

問 合 せ　埼玉県立東松山特別支援学校 教頭または教務主任 　２４－２６１１

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員は、自由人権思想の普

及高揚に努めることを使命とし、市町

村長から推薦された委員を法務大臣が

委嘱します。

　東松山人権擁護委員協議会では、

「人権擁護委員の日」の行事として、

人権に関する特設人権相談所を開設し

ますので、ぜひご利用ください。

相談は無料で秘密は厳守します。

日　時　６月２日（月）

　　　　午前１０時～午後３時

場　所　役場１階中会議室

担　当　人権擁護委員

問合せ　東松山人権擁護委員協議会

　　　　事務局　２２－０３７９

　　　　総務課　８２－１２２６

自動車税は役場で納めましょう

５月は自動車税の納期です。

　本年も５月１日から６月２日まで

の全期間を通じて、役場で納税がで

きます。

●平日

　午前８時３０分～午後５時１５分

●土曜、日曜、祝祭日

　午前９時～午後４時

　休日の場合は日直の担当者が収納し

ますので、つり銭のないようにお願い

します。また、自動車税以外は対応で

きませんのでご了承ください。

※自動車税全般に関すること、住所変

　更・納付書紛失などの連絡、納税状

　況の確認などについては、自動車税

　コールセンター（　０５０－３７８

６－１２２２)にご連絡ください。

税務課 　８２－１２２４


